
号

外�
平

成
二
十
七
年

四

月

一

日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

商
業
・
金
融
課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
小
規
模
企
業
者
等
設
備
導
入
資
金
等
貸
付
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

(

同

)

一

規

則

岐
阜
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
六
十
五
号

岐
阜
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則(

昭
和
四
十
六
年
岐
阜
県
規
則
第
五
十
一
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
二
条
中｢

振
興
局
長(

振
興
局
に
置
か
れ
る
事
務
所
の
長
を
含
む
。)｣

を｢

県
事
務
所
長｣

に
改
め
る
。

別
表
中｢

〇
・
八
五
パ
ー
セ
ン
ト｣

を｢

〇
・
六
五
パ
ー
セ
ン
ト｣

に
改
め
、
同
表
備
考
第
七
号
中

｢

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日｣

を｢

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の

施
行
の
日
以
後
に
貸
付
け
を
決
定
す
る
貸
付
金
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
貸
付
け
の
決
定
を
し

た
貸
付
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

岐
阜
県
小
規
模
企
業
者
等
設
備
導
入
資
金
等
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
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発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日



岐
阜
県
規
則
第
六
十
六
号

岐
阜
県
小
規
模
企
業
者
等
設
備
導
入
資
金
等
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
小
規
模
企
業
者
等
設
備
導
入
資
金
等
貸
付
規
則(

昭
和
四
十
六
年
岐
阜
県
規
則
第
五
十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

岐
阜
県
中
小
企
業
者
等
設
備
導
入
資
金
貸
付
規
則

第
一
条
第
一
項
中｢

小
規
模
企
業
者
等
の
創
業
及
び｣

を｢

中
小
企
業
者
等
の｣

に
、｢

小
規
模
企

業
者
等
の
振
興｣

を｢

中
小
企
業
者
等
の
振
興｣

に
、｢

設
備
資
金
貸
付
事
業
及
び
設
備
貸
与
事
業｣

を｢

設
備
貸
与
事
業｣

に
、｢

小
規
模
企
業
者
等
設
備
導
入
資
金｣

を｢

設
備
導
入
資
金｣

に
改
め
、

同
条
第
二
項
を
削
る
。

第
二
条
第
一
号
及
び
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

中
小
企
業
者
等

中
小
企
業
基
本
法(

昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
五
十
四
号)

第
二
条
第
一
項

第
一
号
に
掲
げ
る
中
小
企
業
者(

製
造
業
及
び
建
設
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

及
び
同
条
第
五

項
に
規
定
す
る
小
規
模
企
業
者(

製
造
業
及
び
建
設
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

を
い
う
。

二

設
備
貸
与
事
業

次
に
掲
げ
る
設
備
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム

(
情
報
処
理
の
促
進
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
四
十
五
年
法
律
第
九
十
号)

第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
い
う
。
以
下
同

じ
。)

に
つ
い
て
、
そ
の
譲
渡
し
若
し
く
は
貸
付
け
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
使
用
権(

プ
ロ
グ
ラ
ム
を

情
報
処
理(

同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
情
報
処
理
を
い
う
。)

の
た
め
に
使
用
す
る
権
利
を
い
う
。

以
下
同
じ
。)

の
提
供(

プ
ロ
グ
ラ
ム
使
用
権
を
契
約
に
基
づ
き
取
得
さ
せ
る
こ
と
を
い
う
。
以

下
同
じ
。)

を
行
う
事
業
を
い
う
。

イ

中
小
企
業
者
等
の
事
業
の
用
に
供
す
る
設
備
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
つ
て
、
そ
の
事
業
を
行

う
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

ロ

中
小
企
業
者
等
の
事
業
の
用
に
供
す
る
設
備
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
つ
て
、
そ
の
経
営
基
盤

の
強
化
を
図
る
た
め
に
新
た
に
導
入
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

第
二
条
第
三
号
を
削
り
、
同
条
第
四
号
中｢

法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
貸
与
機
関｣

を｢

設
備

貸
与
事
業
を
行
う
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人｣

に
、｢

法
第
十
四
条
各
号
に｣

を｢

、
次
の

い
ず
れ
に
も｣

に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
す
る
。

イ

そ
の
出
資
金
額
又
は
拠
出
さ
れ
た
金
額
の
全
額
が
、
地
方
公
共
団
体
に
よ
り
出
資
又
は
拠
出

を
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

そ
の
設
備
貸
与
事
業
の
業
務
の
方
法
が
、
知
事
が
別
に
定
め
る
基
準
に
従
い
定
め
ら
れ
て
い

る
こ
と
。

ハ

そ
の
設
備
貸
与
事
業
に
係
る
設
備
の
譲
渡
し
若
し
く
は
貸
付
け
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
使
用
権
の

提
供
を
受
け
た
者
の
依
頼
に
応
じ
て
、
当
該
設
備
又
は
当
該
プ
ロ
グ
ラ
ム
使
用
権
に
係
る
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
効
率
的
な
利
用
に
資
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
の
提
供
及
び
助
言
を
行
う
事
業
を
併

せ
て
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
別
に
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

第
二
条
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
削
る
。

第
二
条
の
二
中｢

資
金｣

を｢

設
備
導
入
資
金｣

に
、｢

貸
し
付
け｣

を｢

貸
付
け｣

に
改
め
る
。

第
三
条
の
見
出
し
中｢

小
規
模
企
業
者
等
設
備
導
入
資
金
等｣

を｢

設
備
導
入
資
金｣

に
改
め
、
同

条
中｢

貸
与
機
関
に
対
し
て
貸
し
付
け
る
小
規
模
企
業
者
等
設
備
導
入
資
金
及
び
単
独
設
備
貸
与
事
業

に
係
る
資
金(

以
下｢

小
規
模
企
業
者
等
設
備
導
入
資
金
等｣

と
い
う
。)

の
額｣

を｢

設
備
導
入
資

金
の
貸
付
額｣

に
、｢

次
に
掲
げ
る
と
お
り｣

を｢

設
備
貸
与
事
業
を
行
う
た
め
に
必
要
な
金
額
の
二

分
の
一
に
相
当
す
る
額
以
内
の
額
で
、
知
事
が
必
要
と
認
め
た
額｣

に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
る
。

第
四
条
第
一
項
中｢

小
規
模
企
業
者
等
設
備
導
入
資
金
等｣

を｢

設
備
導
入
資
金｣

に
、｢

次
に
掲

げ
る
と
お
り｣

を｢

年
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
に
お
い
て
知
事
が
定
め
る
利
率
に
よ
り
計
算
し
た
金
額｣

に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
り
、
同
条
第
二
項
本
文
中｢

小
規
模
企
業
者
等
設
備
導
入
資
金
等｣

を｢

設

備
導
入
資
金｣

に
、｢

(

特
別
な｣

を｢

と
す
る
。
た
だ
し
、
特
別
な｣

に
、｢

知
事
が
定
め
る
期
間)｣

を｢

知
事
が
定
め
る
期
間｣

に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中｢

小
規
模
企
業
者
等

設
備
導
入
資
金
等｣

を｢

設
備
導
入
資
金｣

に
、｢

期
間
か
ら｣

を｢

期
間(｣

に
改
め
、｢

の
据
置
期

間
を
除
い
た
期
間｣

を
削
り
、｢

、
年
賦｣

を｢

定
め
る
償
還
の
据
置
期
間(

以
下｢

据
置
期
間｣

と

い
う
。)

を
除
く
。)

に
お
け
る
年
賦
償
還｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中｢

に
規
定
す
る｣

を｢

の｣

に
、

｢

貸
付
金
の
償
還
の
約
定
日
に
納
入
し
な
け
れ
ば｣

を｢

別
に
知
事
が
指
定
す
る
期
日
に
行
わ
な
け
れ

ば｣

に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中｢

貸
付
金｣

を｢

設
備
導
入
資
金｣

に
改
め
、
同
条
第
五
項
中｢

小

規
模
企
業
者
等
設
備
導
入
資
金
等｣

を｢

設
備
導
入
資
金｣

に
、｢

そ
の｣

を｢

当
該
償
還
に
係
る｣

に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
中｢

小
規
模
企
業
者
等
設
備
導
入
資
金
等｣

を｢

設
備
導
入
資
金｣

に
、｢

書
類｣

を｢
関
係
書
類｣

に
、｢

提
出
し｣

を｢

申
請
し｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

前
項
の
規
定
に
よ
る

貸
付
申
請
書
の
記
載
事
項｣

を｢

当
該
貸
付
け
に
係
る
申
請
の
内
容｣

に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
中｢

す
み
や
か
に｣

を｢

速
や
か
に｣

に
、｢

決
定
を
し｣

を｢

決
定
を
行
い｣

に

改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

決
定
に｣

の
下
に｢

当
た
つ
て
、｣

を
加
え
、｢

附
す｣

を｢

付
す｣

に
改
め

る
。
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第
七
条
の
見
出
し
中｢

貸
付
金｣

を｢

設
備
導
入
資
金｣

に
改
め
、
同
条
中｢

小
規
模
企
業
者
等
設

備
導
入
資
金
等
に
係
る
貸
付
金

(

以
下
単
に

｢

貸
付
金｣

と
い
う
。)｣

を

｢

設
備
導
入
資
金｣

に
、

｢

貸
付
対
象
事
業｣

を｢

貸
付
け
を
行
う
設
備
貸
与
事
業(

以
下｢

貸
付
対
象
事
業｣

と
い
う
。)｣

に

改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
中｢

前
条
の
規
定
に
よ
る
貸
付
金｣

を｢

設
備
導
入
資
金｣

に
改
め
、｢

交
付｣

の

下
に｢

を
受
け
る
に
当
た
つ
て
は
、
県
と
の
間
で
当
該
交
付｣

を
加
え
、
同
条
第
二
項
中｢

貸
付
対
象

事
業
の
実
施
に
必
要
な｣
を｢
前
項
の
規
定
に
基
づ
く｣

に
、｢

作
成
経
費
そ
の
他
の｣

を｢

作
成
そ

の
他
契
約
の
締
結
に
関
し
必
要
な｣
に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
中｢

、
貸
付
金｣
を｢

、
設
備
導
入
資
金｣

に
、｢

の
属
す
る｣

を｢

が
属
す
る｣

に
、｢

現
在｣

を

｢

時
点｣

に
、｢

当
該
貸
付
金｣

を

｢

当
該
設
備
導
入
資
金｣

に
、｢

提
出
し｣

を

｢

報
告
し｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

、
貸
付
金｣

を｢

、
設
備
導
入
資
金｣

に
、｢

に
つ
い
て
、
翌

会
計
年
度｣

を｢

ご
と
に
、
当
該
会
計
年
度
の
翌
年
度｣

に
、｢

現
在｣

を｢

時
点｣

に
改
め
、｢

当
該

貸
付
金
に
係
る
貸
付
対
象
事
業
の｣

を
削
り
、｢

当
該
翌
会
計
年
度｣

を｢

当
該
年
度｣

に
改
め
る
。

第
十
二
条
を
削
る
。

第
十
一
条
中｢

貸
付
金
及
び
当
該
貸
付
金｣

を｢

設
備
導
入
資
金
及
び
当
該
設
備
導
入
資
金｣

に
、

｢

し
て
お
か
ね
ば｣

を｢

し
な
け
れ
ば｣

に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
中｢

当
該
貸
付
金
の
償
還
義
務｣

を｢

当
該
設
備
導
入
資
金
の
償
還
債
務｣

に
、｢

場
合
に
お
い
て｣
を｢
場
合｣

に
改
め
、
同
条
を
第

十
二
条
と
す
る
。

第
十
条
第
二
号
中｢

に
つ
い
て
外
部｣

を｢

を
第
三
者｣

に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

第
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

利
用
状
況
報
告)

第
十
条

貸
与
機
関
は
、
貸
付
対
象
事
業
に
よ
り
設
備
若
し
く
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
譲
渡
し
若
し
く
は
貸

付
け
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
使
用
権
の
提
供
を
受
け
た
者(

以
下｢

貸
付
対
象
事
業
利
用
者｣

と
い
う
。)

か
ら
当
該
貸
付
対
象
事
業
に
係
る
設
備
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
利
用
状
況
を
記
載
し
た
書
面
を
徴
し
、

当
該
貸
付
対
象
事
業
を
実
施
し
た
会
計
年
度
の
翌
年
度
の
六
月
末
日
ま
で
に
、
当
該
利
用
状
況
を
記

載
し
た
報
告
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
三
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中｢

貸
付
金｣

を｢

設
備
導
入
資
金｣

に
改
め
、
同
項
第

一
号
中｢

当
該
貸
付
金｣

を｢

当
該
設
備
導
入
資
金｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中｢

法
第
七
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
償
還
等｣

を｢

設
備
若
し
く
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
譲
渡
し
若
し
く
は
貸
付
け
又
は
プ
ロ
グ

ラ
ム
使
用
権
の
提
供
に
係
る
対
価
の
支
払
の
期
日
前
に
当
該
支
払｣

に
改
め
、
同
項
第
三
号
中｢

法
第

九
条
第
三
項
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る｣

を｢

設
備
若
し
く
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
譲
渡
し
若
し
く

は
貸
付
け
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
使
用
権
の
提
供
の
契
約
に
係
る｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

貸
付
金｣

を｢

設
備
導
入
資
金｣

に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中｢

貸
付
金｣

を｢

設
備
導
入
資
金｣

に
、｢

当
該
貸
付
金｣

を｢

当
該
設
備
導

入
資
金｣

に
改
め
、
同
項
第
一
号
中｢

小
規
模
企
業
者
等
設
備
導
入
資
金
等｣

を｢

貸
与
機
関
が
行
う

設
備
貸
与
事
業｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

資
金
の
償
還
又
は｣

を
削
り
、｢

の
対
価
の
支
払
い

(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て

｢

償
還
等｣

と
い
う
。)｣

を

｢

に
伴
う
対
価｣

に
改
め
、｢

一
部｣

の
下
に

｢

の
支
払｣

を
加
え
、｢

当
該
償
還
等｣

を｢

当
該
支
払｣

に
、｢

の
う
ち
小
規
模
企
業
者
等
設
備
導
入

資
金
等｣

を｢

か
ら
当
該
貸
付
対
象
事
業
に
係
る
設
備
導
入
資
金｣

に
、｢

小
規
模
企
業
者
等
設
備
導

入
資
金
等
を｣

を｢

設
備
導
入
資
金
を｣

に
、｢

の
属
す
る｣

を｢

が
属
す
る｣

に
改
め
、
同
条
第
三

項
中｢

貸
付
金｣

を｢

設
備
導
入
資
金｣

に
、｢

各
号
に
規
定
す
る｣

を｢

の
規
定
に
よ
る｣

に
改
め

る
。第

十
五
条
第
一
項
中｢

設
備
が
滅
失
し
た｣

を｢

設
備
の
滅
失(

次
項
に
お
い
て｢

償
還
免
除
事
由｣

と
い
う
。)

が
生
じ
た｣

に
、｢

法
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
貸
付
金｣

を｢

設
備
導
入
資
金｣

に
改
め
、

同
条
第
二
項
第
一
号
中｢

前
項
の
規
定
に
該
当
す
る｣

を｢

償
還
免
除
事
由
に
係
る｣

に
、｢

書
面｣

を｢

書
類｣

に
改
め
、
同
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
す
る
。

第
十
六
条
第
一
項
中｢

支
払
期
日
ま
で
に
貸
付
金
を
償
還
し
な
か
つ
た
と
き
、
又
は
第
十
四
条
第
一

項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定(

同
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
六
号
の
規
定
を
除
く
。)

に
該

当
す
る
こ
と
に
よ
り
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
受
け
た
金
額
を
支
払
わ
な
か
つ
た
と
き
は
、
支
払

期
日｣

を｢

、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
設
備
導
入
資
金
の
償
還
期
日(

以

下
こ
の
項
に
お
い
て｢

支
払
期
日｣

と
い
う
。)｣

に
、｢

支
払
い｣

を｢

支
払｣

に
、｢

を
支
払
う
べ
き

こ
と｣

を｢

の
支
払｣

に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

支
払
期
日
ま
で
に
設
備
導
入
資
金
を
償
還
し
な
か
つ
た
と
き
。

二

第
十
四
条
第
一
項(

第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。)

の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る

支
払
期
日
ま
で
に
設
備
導
入
資
金
を
償
還
し
な
か
つ
た
と
き
。

三

第
十
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
償
還
に
係
る
支
払
期
日
ま
で
に
設
備
導
入
資
金

を
償
還
し
な
か
つ
た
と
き
。

第
十
六
条
第
二
項
中｢

貸
与
機
関
が
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
六
号
に
該
当
す
る

こ
と
に
よ
り
同
条
の
規
定
に
よ
る｣

を｢

第
十
四
条
第
一
項(

第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
六
号
に
限
る
。)

の
規
定
に
よ
り
貸
与
機
関
に｣

に
、｢

係
る
貸
付
金｣

を｢

係
る
設
備
導
入
資
金｣

に
、｢

支
払
い｣

を

｢

支
払｣

に
、｢

、
貸
付
金｣

を｢

、
当
該
設
備
導
入
資
金｣

に
、｢

を
支
払
う
べ
き
こ
と｣

を｢

の
支

払｣

に
改
め
る
。
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第
十
七
条
の
見
出
し
中｢

徴
収
等｣

を｢

徴
収｣

に
改
め
る
。

第
十
八
条
を
削
る
。

第
十
九
条
の
見
出
し
を｢(

委
任)｣

に
改
め
、
同
条
中｢

書
類
の
様
式
そ
の
他｣

を｢

設
備
導
入
資

金
の
貸
付
け
に
関
し｣

に
改
め
、
同
条
を
第
十
八
条
と
す
る
。

別
記
様
式
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
小
規
模
企
業
者
等
設
備
導
入
資

金
等
貸
付
規
則
の
規
定
に
よ
り
貸
し
付
け
ら
れ
て
い
る
貸
付
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。
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